
祖母・傾・大崩ユネスコエコパークモデルコース造成業務 

委託仕様書 

 

 

１ 業務の目的 

令和９年度に登録 10周年を迎える祖母・傾・大崩ユネスコエコパークについて、国内外

からの誘客を促進し、地域活性化を図るため、訴求力の高いモデルコースを造成する。 

本業務は、令和７年度に実施したニーズ調査及び関係市町・観光関係者等によるワーク

ショップの成果を踏まえて実施するものであり、昨年度作成したモデルコース案をベース

に、観光や食などに精通した専門家による現地視察等を通じてブラッシュアップを行い、

観光コンテンツとしての完成度を高める。 

あわせて、モデルコースの魅力を効果的に発信するため、ショート動画やパンフレット

等のプロモーションツールを一体的に制作する。 

 

２ 業務の名称 

祖母・傾・大崩ユネスコエコパークモデルコース造成業務 

 

３ 委託期間 

契約締結日から令和９年３月 31日（水）まで 

 

４ 業務の概要 

（１）専門家によるモデルコース検証及びブラッシュアップ 

昨年度作成した４つのモデルコース案（別紙参照）について、以下の手順で検証・改善

を行う。 

① 専門家の招聘 

・観光や食などに精通した専門家（５名程度）を招へいすること。 

・招へいする専門家は、モデルコースのターゲット層及びコンセプトに照らし、適切な

知見を有する者を選定すること。 

② 現地視察の実施 

・各コースのコンテンツを実際にたどり、コンテンツの魅力、周遊性、アクセス、受入体

制、満足度等の観点から検証を行うこと。 

・視察に係る行程調整、謝金、旅費、随行対応等の運営一切は受託者が行うものとする。 

③ ヒアリング及び意見の整理 

・現地視察時又は終了後に、専門家へのヒアリングを行い、モデルコースの魅力や課題、

改善点等について具体的な意見を収集し、整理すること。 

④ モデルコースの完成と合意形成 

・専門家の意見を踏まえ、モデルコースをブラッシュアップし、訴求力の高いモデル 

コースを完成させること。 



・コースの見直しに当たっては、関係市町及び関係者との調整を行い、地域との合意形

成を図ること。 

⑤ 上記（１）の業務は、以下（２）のプロモーションツールの制作スケジュールを踏まえ

て実施すること。 

 

（２）プロモーションツールの制作 

完成したモデルコースの魅力を効果的に発信し、ターゲット層の誘客につなげるため、

以下のツールを制作する。 

① ショート動画（３本以上） 

・宮崎県公式観光サイト「みやざき観光ナビ」や SNS 等での活用を想定した動画を制作

すること。 

・動画の形式、尺、構成等については、ターゲット層への訴求効果を踏まえ、受託者の提

案によるものとする。 

② パンフレット（紙媒体・電子媒体） 

・モデルコースの概要、地図、アクセス等を整理し、来訪に向けた具体的な行動につな

がる構成とすること。 

・英語併記とすること。 

・形状及び仕様は、受託者の提案によるものとする。 

・発行部数は 500 部程度とするが、仕様や活用シーンを踏まえ、宮崎県と協議の上決定

するものとする。 

 

５ 成果品の提出 

（１）提出物 

① 業務報告書 

・紙媒体２部（Ａ４版、カラー、グリーン購入法に適合した用紙） 

・電子データ（Word又は PowerPoint形式） 

※電子データについては、電子メール等による提出を可とする。 

② モデルコース詳細資料 

・紙媒体２部（Ａ４版、カラー、グリーン購入法に適合した用紙） 

・電子データ（Word又は PowerPoint形式） 

※電子データについては、電子メール等による提出を可とする。 

③ 広報素材データ 

・本業務で撮影した写真素材一式（高解像度データ） 

・プロモーション動画データ（SNS等での活用に適した形式） 

※上記については、電子メール等による提出を可とする。 

④ パンフレット 

・紙媒体 500部及び電子データ（PDF） 

※電子データについては、電子メール等による提出を可とする。 



 

（２）提出期限 

令和９年３月 31日（水） 

 

６ 経費負担 

本業務の遂行に必要な一切の経費（専門家謝金、旅費、撮影費、編集費、印刷費等）は、

委託料に含む。 

 

７ その他の留意事項 

（１）本仕様書により制作された成果品の著作権は、宮崎県に帰属するものとする。受託者

は、納品する成果品について、著作者人格権を行使しないこととする。なお、本成果物

の制作に本契約に関係なく従前から受託者または第３者に帰属している著作物を利用す

る場合は、当該著作物の著作権に関しては受託者又は第３者に帰属するものとする。 

（２）本業務により撮影・制作された写真、動画等の成果品については、宮崎県及び関係市

町が、広報等の目的において無償で二次利用できるものとする。 

（３）本仕様書に定めのない事項に疑義が生じた場合は、宮崎県中山間・地域政策課と協議

の上、決定すること。 

（４）本事業で得られた情報については、宮崎県中山間・地域政策課の許可なくして流用し

てはならない。 










